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M ESSAGE

事務次官からのメッセ ー ジ

コロナ禍が続く中、厚生労働省という言葉が毎日見聞きされます,,

「厚生労働省」とぃう言葉から、何を連想されますか。

少子高齢社会における年金や介護、医療、子育て支援といった社会保

通じて、今を過ごし、次世代を担う人々の生活を支えることが、私たちの任務

さらに、医療健康分野におけるイノベーションを促し、

食品 ・ 水や医薬品の安全を確保するための取組も担つています。

また、労働=働くことに関するルールや制度,誰もが安心して ・ 活き活きと

働くことができる社会を作るために、私たちの仕事があります。

様々な分野を力バーしていますが、そのすべてを通じて、

年齢や性別、病気や障害のあるなし、働き方にかかわらず、

多様な人々の「生」を厚くすることを目指しています,

厚生労働省の仕事の舞台は、霞が関だけではありません,,

各都道府県にある労働局や労働基準監督署、ハローワークでは、

それそ、れの地域における労働問題に対応しています,また、検疫所は水際で‘
麻薬取締官も全国で活躍しています,,

他方、IL0やWH0とぃった国際機関や各国の日本大使館で、あるいはそ

グローバルな視点から取り組む課題も沢山あります,

厚生労働省の使命を果たすためには、地方自治体と連携して行政を進め

企業や関係団体 ・NP0の方々、さらに社会の第一線で人々が働くことや生 、l、11

支えていただぃている実践家の理解 ・共感、そして協力 ・協働を通じて

社会を支え、変えていくことが大切です。

「ひと、くらし、みらいのために」

この小冊子では、厚生労働省の各部局が取り組んでいるその一つ一つの1

その担い手である職員の思いもあわせてお伝えします。多くの方々に、私たちが

そのための行政の取組 ・ 役割にっいて、少しでも理解を深めていただければi
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一人の一生を支える仕事 Fo r t h e e o L e, fo r L i fe, fo r t h e f u t u re

すぺてのライフステージを厚生労働省とともに

この世に生をうけ、健やかに成長し、大切な人たちとともに、最期の瞬間まで、

自分らしく生きる一 一誰もがそんな人生を当たり前に享受できる社会をつくること,

それが厚生労働省の使命です。

社会保障・労働政策を通じて、国民一人ひとりの生活に寄り添いながら、

未来にわたって社会経済発展の基盤を支えてい<ために。様々な取組を進めています。

雇用政策

働く意欲のある

すべての人を支援する_
田 P13

健康増進・

疾病対策

かけがえのない命と

健康を守り、支える_
田 P7

年金

100年先まで続く

「世代間の支え合い」を

実現する_
田 P25

子ども・

子育て支援

全ての子どもたちの

笑顔と未来を守り抜く_m P17
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障害者支援/
社会・援護

地域共生社会を

実現する_
田 P19

人づ<りを通じて職業の安定と

経済社会の発展に貢献する、
m囚開動読発統括高 P27 P15
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必要な医療を確実に届ける

病院・診療所の連携促進、医師不足の解消、

災害時医療の体制構築などにより、どこに暮

らしていても安心して医療を受けられる地域

づくりに取り組んでいます。

世界トップレベルの人材育成

医 療 を 取 り 巻 く 課 題 に 常 に 気 を 配 り 、 カ リ

キュラム見直し等をスピー ディに展開する

ことで、高フ」,(準医療を支える医師や看護師

といった専門人材の資質向上につなげてい

ます。

次世代の医療を推進する

医療情報の利活用を促進するほか、最先端

の医薬品・医療機器、再生医療、さらにはゲ

ノム医療を実現するため、研究開発支援を

実施しています。

医療産業を強くする

日本の経済成長の章引役として期待される

医薬品・医療機器産業を、制度・予算・税制と

いったあらゆるツールを駆使し、強力に後押

ししています。

日本の医療でより良い世界を創る

世界各国の政府や専門家との活発な交流を

通じ、 日本が誇る医療技術や医療制度を世

界に展開し、世界の人々が健康でより良い生

活を送れるよう貢献しています。
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安心の医 療 を 届 け る

政策紹介

地域生活を支える

「病気になっても自分の住み慣れた地域で家族や友人

と生活を続けたい」と多くの人が希望する一方で、困つた

ときに相談できる医療機関がない、自宅まで診療に来て

くれる医師がない、といった課題により、その希望が叶わ

ないこともあります。今後、高齢化が進み、こうした現実に

直面する方々が増加するからこそ、「一人ひとりの自分ら

しい生活を支える」た,il)の医療の実現に取り組む必要が

あります。急性期やリハビリといった様々な医療の整備、

在宅医療を行つてくれる医療機関等の確保、オンライン

診療の安全な実施、特定地域への医師の偏りの是正と

いった多くの課題に取り組んでいます。

医師の働き方改革

社会全体の働き方改革が進む中、長時間労働が常態

化してしまっている医師の負担を軽減していくことが重

要です。そのため、医師と、医療機関で働く他の専門人材

との役割分担の見直し(タスク・シフト/タスク・シェア)

や、病院のマネジメント改革に対する支援等による医師

の労働時間削減と地域医療の確保の両立について検討

しています。日本全国の医師の方々はもちろん、地域医

療のあり方に大きなインパクトを与える改革であり、制

度・財政の両面から中長期的対応を進めます。

自分や大切な人が病気になったとき、人はどんな思いを抱くのでしょう。

病気を治し仕事を続けたい、最期まで家族と共に過ごしたい、といった

uu r iv l i ssion 、 、 、 _ 、 、 、 、 、_, 、 _ _願いを、多くの人力持つのではないでしょつ力。だ力 レ ) ,しそ、医療には 品

に大きな期待が寄せられています。今後の社会・人口構造の変化を見据

えながら、医師・病院機能バランスの最適化、最先端技術による効果的

医療の実施、医薬品産業振興などあらゆる手段で、国民一人ひとりが安

心でき、そして世界に貢献する医療を実現します。

医薬品・医療機器産業におけるイノベーション促進

日本は数少ない新薬創出国である上に、最先端のものづくり技

術を有することも相まって、医薬品・医療機器産業は今後の経済成

長を担うことを期待されています。近年は、高度な科学技術を革新

的な医薬品等の創出につなげる中で重要な役割を果たす べン

チ ャ 一 企業を支援すべ く、医療系べンチャ ーが各開発段階で抱え

る課題に関する相談対応や事業戦略の策定等による支援等を行つ

ています。

また、カルテデータなどのいわゆる「リアルワールドデータ」の安

全な利活用を促し、革新的な製品の開発環境の整備に集中的に取

り組むなど、医薬品・医療機器産業の発展に向けた挑戦を続けて

います。

Hot Topics

新型コロナウイルス感染症が依然として猛威を振るう

中、最前線で対応いただいている医療機関や医療従事者

に対して支援を行つています。病床の確保や感染拡大防

止対策に資する設備整備に対する補助のほか、新型コロ

ナウイルス感染症患者に対応する医療従事者の確保を支

援するなど、地域の医療提供体制の維持・確保に全力で

取り組んでいます。

火害発生時の医療提供の中心的役割を担う「災害拠点

病院」の整備や、被1j11.地へ急行し救急医療等を行うi;111害派

遣医療チーム ( D  M A T)の養成などに平時から取り組ん

でいます。

また、災害発生時には、関係団体・都道府県などと緊密に

連携し、D M A Tの派遣調整、医療機関の被災状況の確

認、医薬品流通の確保等を行つています。

Aべンチャ一企業と大手企業等とのマッチングイベント

A 医療機関における人材確保を促進するために厚生労働省が開設した

「医療のお仕事Kev-Net」

a災害派遣医療チーム(DMAT)の被災地での活動
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予防・健康づくり
健康寿命を延ばし、誰もがより長く元気に活

躍できる社会を目指して、生活習慣病予防等

を推進しています。企業や地域と共に、国民

の皆様に健康的な食事や運動、定期的な健

診・検診の受診を心がけていただけるよう予

防・健康づくりの取組を支援しています。

受動喫煙対策

他人の喫煙によりたばこから発生した煙に

さらされることを「受動喫煙」といいます。望

まない受動喫煙を防止し、国民の皆様の健

康増進につながるよう、対策を進めています。

がん対策
我が国の死因の第1位で、生涯のうちに2人

に1人がなるとされている「がん」は国民の生

命と健康にとって重大な疾病です。そのた

め、がんの克服を目指して、がんに関する正

しい知識を持ち、避けられるがんを防ぐこと

や、いつでもどこにいても、安心かつ納得で

きるがん医療を受けられるようにすること、

また、尊厳をもって暮らしていくことができる

ようにすることを目標に取組を進めています。

難病対策等

治療法が確立していない希少な病気の克服

や、移植医療の推進、ハンセン病に対する偏

見差別解消に向けた取り組みによって、誰も

が希望をもつことができる共生社会の実現

を目指しています。

感染症対策

国境を越えて人類を脅かす感染症から国民

の皆様を守るため、検疫体制の強化、予防接

種や治療薬の研究開発の推進、抗菌薬の適

正使用等に取り組んでいます。
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政策紹介

ずっと健康でいられる
社 会の実現に向けて

子どもから高齢者まですべての国民がともに支えあい

ながら希望や生きがいを持ち、健やかで心豊かに生活で

きる社会を目指して、健康づくりに取り組んでいます。

2040年までに健康寿命を男女ともに75歳以上に伸ば

すことを目標に、健康診断や自然に健康になれる食環境

づくり、受動喫煙対策など、あらゆ

る側面から取組を行つています。

また、国や自治体だけでなく様々

な企業や団体も巻き込みながら

社会全体で健康づくりを行う「ス

マ ー ト・ライフ・プロジェクト」を

推進しています。 四 rスマー ト・ライフ・プロジェ

クト」ロゴマー ク

難病を克服し、

誰もが安心して生活できる社会へ
難病は、一定の割合で発症することが避けられず、国

民の誰しもが発症する可能性があります。政府として、難

病の患者とその家族の方々を支援するために難病対策

を推進しています。

患者の方々が難

病 の 克 服 を 目 指

し 、 長 期 に わ た り

療養生活を送りな

がら安心して生活

できるように、難病

治療に対する医療

費助成や、 医療提

供体制の充実、難

病の調査研究、難

病に関する正しい

知識の普及啓発等

に取り組んでいま

す 。

少子高齢化が進行する中で、人生100年時代を見据え、誰もがより長く

元気に活躍できるようにするとともに、社会保障の担い手を確保するた
uur iv1 i ssion 、

め、予防・健康づくり、がん対策や循環器病対策、難病対策など、に取り組

んでいます。また、国内外の感染症から国民の命を守るため、先頭に

立つて対策を行つています。

新型コロナウイルス感染症を含む
感染症への対応

突発的に発生する感染症に対して、いのちを守るために

先頭に立つて危機管理対応を行つています。新型コロナウ

イルス感染症については、あらゆる方々が不自由な生活を

余儀なくされ、日々健康が音かされています。このような事

態に対処するため、ワクチン接種、検査、治療薬等の普及

による予防、発見から早期治療までの流れの強化等に取り

組んでいます。具体的には、自治体や企業をはじめとする

関係団体とともに、新型 コロナウイルス感染症に対するワ

クチン・治療薬の確保・開発支援、ワクチンの円骨な接種の

実施、検査体制の拡充、保健所の体制強化、医療提供体制

の維持・確保などに取り組んでいます。

Hot Topics

A新型コ口ナヮクチン接種の様子

A感染防止の取組み

P H R (パーソナル・ヘルス・レコー ド)とは、生まれてから学校、職場など生涯にわたる自身の健診などの情報を、ス

マー トフォン等で閲覧できる仕組みです。 P H Rにより自身の健康情報を把握することで、個人が主体的に予防・健康づ

くりに取り組むことが期待されます。また、民間P H R事業者との連携によって個人のニーズに沿つた効果的な保健医

療サー ビスが提供できる環境整備に取り組んでいます。

ナッジ理論は、「行動に至るきっかけ」を提供することにより選択の

余地を残しながらもより良い方向に人を誘導するという、行動経済学

で研究されている理論です。より多くの人にがん検診を受診していた

だけるように、このナッジ理論を用いたより効果的な普及啓発に取り組

んでいます。 響
差 要 統 国.

i:ーフ

Aがん検診受診率50%に

向けたイメ ー ジキャラク

ター 「けんしんくんl

健

康

局

A難病医療費助成制度

A受診率向上施策ハンドブッ
ク ( 第 2 版 )
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守り、支える
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医薬品、医療機器等の有効性・

安全性確保

有効で安全な医薬品、医療機器等を提供す

るため、医薬品医療機器等法に基づき、治験

から製造、販売、市販後の安全対策まで一 貫

した対策に取り組んでいます。

献血、薬物等の規制

献血に代表される血、液 事業、麻薬等薬物の

乱用対策、化学物質の安全対策など、国民

の生活と安全に直結する様々な問題に取り

組んでいます。

食品の安全の確保

食品に関連する科学技術の進展、食品流通

の国際化、食生活の多様化等に柔軟に対応

して、我が国における食品の安全を確保して

います。

安全な水道水の確保

水道事業の認可、水質基準の策定等のフ」,<1道

に関する制度の運用やフ11,(道管の耐震化への

財政支援等に加え、1111.害時には断水被害へ
の対応も行つています。

生活衛生関係営業の振興等

理容業や美容業、クリーニング業、旅館業等、

国民の生活に密着した業種の衛生規制と振

興に加え、建築物の衛生的環境の確保など

に取り組み、公衆衛生の向上・増進を図つて

います。
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科学的根拠に基づき

国 民 の 安 全 と 健 康 を 支 え る

政策紹介

時代のニー ズに対応する
薬剤師・薬局制度へ

これからの薬剤師・薬局は、対物業務から対人業務へと

シフトし、地域包括ケアシステムの中で重要な役割を担

います。薬剤師ならではの専門性を活かしながら、その役

割 を 果 た す べ く、多職種と連携し、薬を渡した後もフォ

ロ ー していく在り方を考えて

いきます。

また、ウィズ ・ コロナ、ポス

ト ・ コロナの時代において、

患者の利便性向上や薬剤師・

薬局業務効率化の観点から、

「オンライン服薬指導」「電子

処方望」 「電子版お薬手帳」

など、薬学管理xデジ、タルの

取組を進めています。
A薬と健康の週間

医薬品等への
バーコー ド表示の取り組み

2019年度の医薬品、医療機器等法の改正により、医薬

品等に同梱されていた紙の添付文書が廃止され、医薬

品等の容器に記載されたバー コ ー ドから電子化された

添付文書へのアクセスが可能となりました。

また、2022年12月には、トレーサビリティの向上の観

点から、医薬品等の包装等へのバー コ ー ドの表示が義

務化されます。バー コ ー ドに記録された情報により、電

子的に医薬品等の情報を管理することが可能となりま

す 。 こ れ を 活 用

することで製造、

流 通 か ら 、 医 療

現場に至るまで

の一連の流れに

おいて、医薬品

等の使用記録の

追 跡 、 回 収 口 ツ
A バー コー ド表示

国民が安全な生活を送れる社会にするためには、科学的根拠に基づい

たルールの策定・遵守が求められます。医薬品、医療機器等の品質、有
uur iv1 i ssion 、

効性及び安全性を守りながら、最新の科学技術等の時代を取り巻く変化

を踏まえて薬事制度を刷新していきます。また、未知の国際感染症対応

の最前線で国民の命と健康を守るとともに、流通の国際化や技術革新

に対応した新時代の食の安全の確保、安全で強靭な水道システムの構

築等を通じて、国民の安全・快適な生活の実現に取り組みます。

トの特定、製品の取り違えの防止など、の市販後安全対策が向上することが期待されます。

水際の最前線で日本を守る

検疫所は、国内に常在しない感染症の国内への侵入を防止することを使命として、全

国の海港、空港に設置されています。

新型コロナウイルス感染症が世界的に流行している今、検疫所に求められる役割は大

きくなっています。入国者に対する検査の実施や変異株流行国からの入国者を施設待機

の対象とするなど、フ」lく際対策の最前線を検疫所が担つています。

さらに、国際的な人の往来を増やしていく観点から、検疫手続のデジタル化等を通じ

て、スムーズな入国の実現にも取り組んでいます。

また、検疫所は、輸入食品の審査や検査の実施等、日本に輸入される食の安全を守る

役割も担つています。

Hot Topics

A入国者の検体を採取する
績瘤所職員

新型コロナウイルス感染症が世界的に大きな影響を及ぼしています。厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の治

療薬やワクチンをはじめ、医療機器や各種検査薬などを、PM DA(医薬品医療機器総合機構)と連携して治験デ、ータや最

新の科学的知見に基づき、優先かつ迅速な承認を行つてきました。また、市販後も安全対策のために調査、議論を続け

ており、副反応の報告を受け、2021年にはワクチンの添付文書の記載を改訂しています。

さらに、感染症の拡大等の緊急時において、国民の生命と安全を守るた,め、必要な治療薬やワクチン等の早期実用化

を可能とするための薬事承認制度についても検討を進めています。

私たちの食生活を支える様々な作物や家畜の多くは、人類が品種

改良を重ねてきたものです。

その方法のひとつとして、新しいバイオテクノ口ジーであるゲノム

編集技術が登場しました。この技術を用いて、GABAを多く含むトマ

ト、筋肉を増量したタイ、高スピー ドで成長するフグが誕生するな

ど、食品の世界は変革期を迎えています。

先端技術を用いた食品市場の新たなイノベーションに対し、食品

衛生の観点からリスクに対応しています。

イタた
f

しや増を量肉筋るれ
-
さ
ト

l
解

む
が
含

用
択

作

を

下

A
降

AB
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G
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?ゲノム編集食品の例
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適正な労働条件の確保

労働基準法や最低賃金法などの法令で定め

られた労働時間や賃金といった労働条件が

守られるよう取り組んでいます。

労働契約のルール
労働契約に関する基本的なルー ルを法律

で定め、不当な解雇・雇止め・労働条件の引

き下げなどから労働者を保護しています。

賃上げに向けた支援

中小企業が賃上げしやすい環境を整備する

ため、生産性向上や業務改善を行う事業主

への相談支援や助成金の支給などを行つて

います。

安心・安全な職場環境

安心して安全に働くことができる環境を作る

ため、職場での事故や過労死の防止、メンタ

ルヘ ルスの確保、病気の治療と仕事の両立

支援などに取り組んでいます。

労災保険制度

仕事中や通勤中の労働災害に遭つた場合

や、仕事のストレスが原因で精神障害になっ

た場合などに、必要な補償を行つています。

厚 生 労 働 省  業 務 ガ イ ド 2 0 2 2

働く人の安心・安全を守る、

多様な働き方を実現する

政策紹介

働く人の労働条件を現場で守る

働く際の賃金や労働時間などの労働条件は、労働基準

法などの法令で定められています。こうした法令を企業

が遵守するために重要な役割を担つているのが、都道府

県労働局、労働基準監督署及びそこで働く労働基準監督

官です。

労働基準監督官は、企業を訪問して、法令の趣旨や内

容を事業主にご理解いただき、違守していただくよう丁

寧に説明し、労働基準関係法令違反に対しては速やかな

改善を指導しています。さらに、重大又は悪質な事案につ

いては、刑事事件として捜査し、検察庁に送検するなどの

対応を行つています。

これらの取組が現場で適切に運用されるよう労働基準

監督官などに指示を行い、また

課題に応じてル ー ルを明確化

するなど、適正な労働条件が守

られ、働く人が安心して暮らせ

る社会を実現していきます。
四労働基準監督官による監督指導

ゼロ災(労働災害ゼロ)の社会を目指して

職場でのケガなどが原因で仕事を休まれる方は、年間

13万人を超えており、また命を落とされる方は、近年減

少傾向にあるものの、未だ年間800人以上となっています。

長時間労働などによる「過労死」や「メンタルヘルス不

調」、有害な物質による「職業がん」など、働く現場の安全

と健康に関する課題は現場の数だけ無数にあります。

また近年では、高齢化を背景に、小売業や社会福祉施

設を中心とした転倒災害や月要痛の発生件数の増加など、

新たな課題も浮上しています。

このような労働災害を防ぎ、働く人の安全と健康を守

るため、高齢化、科学技術の進展などの就労環境の変化

に対応した施策に取り組んでいます。

また、労働災害が生じたと

きは、働く人を迅速かつ公正

に保護するために必要な労

災保険給付を行います。

A働く現場における機械の検査

我が国には、約6,000万人の労働者がいます。働く人の立場に立つて、安

心・安全で、働きがいのある職場環境づくりを支援することが労働基準

uur iv 1 i ssion 、、、
局の使命です。少子高齢化による労働力人口の減少、技術革新など、、労

働を取り巻く環境が大きく変化し、働く人の「働き方」に関するニーズも

ますます多様化する中、それぞれが多様な働き方を選択でき、その意

欲・能力を最大限に発揮できるよう、長時間労働の是正や多様で柔軟な

働き方の実現に取り組みます。

賃金の引上げ

賃金の上昇は、働く人の生活を豊かにするだけでな

く、マクロの視点では、消費が拡大することで企業の収

益が増え、それが賃金の上昇につながる、経済の好1后環

という恩恵ももたらします。

労働基準局では、中小企業の生産性向上に向けた業

務改善助成金の支給などにより賃上げしやすい環境を

整備しつつ、使用者・労働者との対話を繰り返しながら、

毎年の最低賃金を決定しています。

Hot Topics

f働き方改革」による長時間労働の是正

病気の治療と仕事の両立支援

病気の治療を行いながら仕事をしている人は、労働人

口の約3人に1人を占めています。高齢化の進行に伴

い、今後病気を抱えながら働く人は更に増えることが予

想されます。こうした中で、病気を治療しながら働き続け

られる社会を目指して、企業の意識 遭aa
改革や、企業と医療機関などの関 i

、 、 ゛ _ Oiil,、
係者間での連携推進など、両 .、,.支

治療と t・o
援体制の整備やその周知に取り組 仕事の n
んでいます。 両立支標

A治療と仕事の両立支援

2018年に働き方改革関連法が成立し、70年ぶりの労働基準法の大改正が実現しました。 .

働き方改革は、ワ ー クライフバランスの実現だけでなく、企業の生産性の向上や将来の

人材確保、ひいては日本の経済成長にもつながるものです。 、

時間外労働の上限規制などの労働時間に関する規定は、大企業では2019年4月に、中

小企業では2020年4月に施行されたところです。引き続き、相談窓口でのサポー ト、説明

会の開催や助成制度による支援などを通じて、働き方改革の推進に取り組んでいます。 A働き方改革特設サイト

職場における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、 「取組の 5 っのポ

イント」や「チェツクリスト」などを作成し、それぞれの職場に応じた取組を推進しています。

また、生産年齢人口の減少や、健康寿命の延伸などを受け、働き方の見直しによる労働

力の確保は日本にとって重要な課題となっています。それに加えて、「ウィズ・ポスト コロナ」

の時代も見据え、副業・兼業やフリーランス、テレワークといった、多様で柔軟な働き方の推

進・定着が求められています。

しかし、従来と異なる働き方を導入するためには、労働時間の管理や労働者の健康確保

など、様々な課題を解消する必要があり、消極的になる企業や働く人も少なくありません。

そのため、一定のルールをわかりやすく示す力イドラインを策定するなど、企業も労働者

も安心して新しい働き方を取り入れられる環境の整備を進めています。

四「取組の5つのポイント」の
リー フレット
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3

全国規模の職業紹介

ハ口 一 ワークにおいて、求職者と求人者双方

に対するきめ細かな職業相談・職業紹介等

を行うことにより、そのマッチングを図つてい

ます。

雇用保険制度の運営

生活・雇用の安定と就職促進のため、失業

さ れ た 方 や 育 児 ・ 介 護 休 業 を 取 得 さ れ た

方、教育訓練を受けられる方等に失業等給

付等を支給しています。

雇用対策の企画立案

完全失業率、有効求人倍率等の雇用指標の

動向を分析し、効果的かつ機動的に雇用対

策を企画立案・実施しています。

多様な人材の活躍促進

高齢者や障害のある方など、就労にあたって

何らかの困難がある方を支援するとともに、

外国人材を受け入れる環境を整備すること

で、多様な人材の活躍を促進しています。

労働市場のルールづくり

民間企業等の力を活かしつつ、求職者と求

人者のマッチングを適切・円骨に進めるた

め、労働者派遣、職業紹介に関するルールづ

くりを行つています。

厚 生 労 働 省  業 務 ガ イ ド 2 0 2 2

働く意欲のあ る

すべての人を支主差する

政策紹介

人と職場を円滑につなぐ

コロナ禍において、雇用情勢には引き続き厳しさがみ

られます。仕事をなくした方への速やかな再就職に向け

た支援が重要である一方で、長期的には、我が国は人口

減少に伴い労働力不足に直面しています。多様な人材の

活躍推進を図るとともに、企業と求職者を繁ぐ、きめ細か

なマッチングを行つていくことが重要です。

ハ口 一 ワークでは、求職者へのキャリアコンサルティン

グ等きめ細かな就職支援、企業の人材確保のための助

言・指導などを実施しています。

まft、?1 動 右 (1)1l iii場1lE1

着に向けた取組を後押

しするため、企業が雇用

管理の改善や生産性向

上の取組を行つた場合

に、助成金を支給するな

どの支援をしています。 A職業相談の様子

生涯現役社会の実現に向けて

人口減少が進む中、高齢者が培つてきた経験や知識

を活かし、意欲に応じて年齢にかかわりなく働ける社会

を実現することが重要です。

このため、企業に対し、希望者全員の65歳までの雇用

確保措置を義務づけるとともに、2021年4月より70歳ま

での就業確保措置を請じることを努力義務としていま

す。また、65歳を超えた継続雇用制度の導入や定年延長

等を行う企業への助成金の支給、ハ口 一 ワークでの生圧

現 役 支 援 窓 口 等 を 通 じ た 高 齢 求 職 者 への支援、シル

バ一 人 材 セ ン タ ー

に お け る 多 様 な 就

業機会の確保など

に 取 り 組 ん で い ま

す 。

A「高年齢者活躍企業コンテスト」
大臣表彰授与の模様(2021年10月)

雇用のセーフティネットとして、全国500箇所以上のハ口一ワークを通じ

て、①全国ネットワークを活用した職業紹介、②失業時の所得保障を行
uur iv1 i ssion 、、、、

う雇用保険制度、③「働き方改革」に向けた雇用対策を一体的に実施す

ることで、働く方一人ひとりが自分の未来を自ら創つていくことができる、

意欲ある方々に多様なチャンスを生み出す社会を実現します。

外国人材の受入れ・定着に向けて

2019年に新たな在留資格である特定技能制度が導入されるなど、近年、日本で

働く外国人労働者の方は増え、今後も、グロ ー バル化が進むにつれて、様々な分野

での外国人材の活躍が見込まれています。

職業安定局では、外国人留学生や定住外国人等への就職・定着支援のほか、外

国人労働者が安心して就労できる環境の整備に向けて、外国人労働者を雇用する

事業者向けの支援を実施しています。

また、新型 コロナウイルス感染症の影響の下で、外国人労働者は離職しやすく、

再就職しにくいというイ頃向が顕著に見られます。このため、ハ口 一 ワークの案内や

生活支援に関する情報の多言語での発信、 N P 0等の関係機関との連携を強化し

ています。

Hot Topics

雇用保険と生活保護の間をつなぐ第2のセーフティネットとして、雇用

保険を受給できない非正規雇用労働者の方等に、無料の職業訓練と月10

万円の給付金を支給する求職者支援制度を運営しています。

コロナ禍で非正規雇用労働者の離職やシフト減等の雇用への影響が

深刻化する中、制度を利用しやすくする特例を設けて支援を行つています。

A多言語による情報発信がわかるリー フレット

再就職 ・ 転職 ・ スキルアッフ°を支援

求職者支援制度

A求職者支援制度バナー

障害のある方が生き生きと活躍する職場づくりは、障害のある方だけでなくすべての人

が働きやすい職場の実現に繁がります。

就職を希望する障害のある方や障害のある方を雇用しようとする企業に対して、ハ口 一

ワークを中心として、就職の準備段階から職場定着まで一貫した支援を行つています。

また、障害者雇用に関して優良な企業を認定する制度を創設するなど、企業による障害

者雇用の取組を後押ししています。

厚生労働省 業務力、イ ド 2 0 2 2
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誰もが活躍できる職場環境の整備

男女の均等取扱い、女性の活躍の推進、職場

でのハラスメント防止対策等を通じて、誰も

が能力を発揮できる職場環境づくりを推進

しています。

多様な働き方の雇用環境改善

パー トタイムや有期などの非正規雇用で働

く人の待遇改善に取り組んでいます。

仕事と生活の両立支援

育児・介護休業や様々な休暇の取得促進を

通じて、仕事と生活を両立しやすい環境づく

りに取り組んでいます。

多様で柔軟な働き方の推進

時間や場所を有効に活用できるテレワーク

の定着促進や、フリーランスが安心して働け

る環境の整備に向けた取組を進めています。

豊かで安定した勤労者生活の実現

中小企業の退職金の充実、勤労者の財産形

成促進など勤労者の福利厚生の充実により、

豊かで安定した勤労者生活の実現を図つて

います。

誰もが活躍 で き る

多 様 な 雇 用 環 境 を つ く る

政策紹介

女性の活躍を推進する

我が国の女性の就業者は大幅に増加していますが、女

性の管理職比率などは諸外国と比べてまだ低い水準と

なっています。

このため2020年に改正女性活躍推進法が施行され、プ

ラチナえるぼし認定制度の創設や常時雇用労働者数301

人以上の企業の情報公表が強化されました。また、2022

年4月1日から、女性活躍に関する行動計画の策定や情報

公表等の義務が101人以上の企業に拡大されました。こ

れにより、職場における女性活躍の更なる推進を図つて

います。 =l-:._

マー? マー? ' - --- - '- - '一一 、 、 - 、、 / l、 l :ll、、、 ノ

A「プラチナえるぼし」
マー ク

A「えるぼし」マー ク 四「くるみんプラス」
マーク

厚 生 労 働 省  業 務 ガ イ ド 2 0 2 2

「同一労働同一賃金」の実現に向けて

政府が推進している「働き方改革」の大きな柱の一つ

として位置付けられている施策が「同一労働同一賃金」

の実現です。パー トタイム・有期雇用労働法、労働者派

遣法に基づいて、全雇用者の約4割を占める非正規雇

用で働く人と正規雇用で働く人との不合理な待遇差を

禁止し、非正規雇用で働く人の待遇改善を目指していま

す。

これにより、どのような雇用形態を選択しても待遇に

納 得 し て 働 き 続 け ら れ る  「0 0l
ようにすることで、多様で Sぃ1dt拳ンいiと●'n、ioa

1、?,? :二:ノ 、、、_l ,a,,義 軟 な 働?方を1巽択一t'? , ノ ー _ 」

働く人も働き方も多様化が進んでいます。誰もが活躍できる職場環境の

整備、パー トタイムや有期などの非正規雇用で働く人の雇用環境改善、

uu r iv l i ssion 、、、 商 = 上 _ _、 _ . 、
仕事と子 月てや介護との両 、,、ァレワーク、フリーフンスなどの多様で柔

軟な働き方の推進、豊かで安定した勤労者生活の実現に向けた取組な

ど、誰もが活躍できる多様な雇用環境の推進に取り組んでいます。

仕事と生活の両立を支援する

男女がともに仕事と子育てや介護との両立がしやすく、安心して働き続けられる

環境を整備するため、育児・介護休業制度等の利用促進のほか、企業への普及啓

発・支援等を行つています。2021年度、「産後パパ育休」の創設等を含む改正育

児・介護休業法が成立し、男性の育児休業取得促進により一層取り組んでいます。

また、少子化への対策のため、次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度で

ある「くるみん認定」・「プラチナくるみん認定」、加えて新しくスタ ー トする「トライく

るみん認定」の普及促進を図つています。

さらに、従業員の働き方・休み方の改善についての事例紹介などを行い、年次有

給休暇等の休暇を取得しやすい環境づくりを進めています。

Hot Topics

現在、テレワークやフリーランスといった多様で柔軟な働き方が拡大しています。

こうした中で、厚生労働省では、企業がテレワークを実施する際に留意すべき点等を明らか

にしたテレワークガイドラインの周知やテレワークを活用する企業等の表彰等を通じて、事

業者が適正な労務管理を行い、労働者が安心して働くことのできる良質なテレワークの定

着・促進を行つています。

また、フリーランスについては、関係省庁と連携して、フリーランスと発注者の取引に関係

する法律を整理したフリーランスガイドラインの周知や、フリーランスと発注者等との間に

おけるトラブルへの相談支援等、フリーランスが安心して働ける環境の整備を行つています。

職場の「いじ,め・嫌がらせ」に関する都道府県労働局への相談は、2020年度に約7万9

千件を超え、全ての相談の中で9年連続トップの件数となっており、職場のハラスメント

対策に取り組む重要性は、今もなお高い状況にあります。

こうした中で、2020年に職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の

措置が大企業に義務化され、2022年4月からは中小企業にも拡大されましたまた併せ

て、セクシュアルハラスメントや、妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメントの防

止対策の強化も行われ、職場における一体的なハラスメント対策を推進しています。

厚生労働省 業 務:1iイ ド 2 0 2 2
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少子化対策

希望出生率1.8の実現に向け、少子化の要因

分析とともに、将来を展望した新たな少子化

対策の企画立案に取り組んでいます。

子育て支援サー ビス
(保育・放課後児童クラブ)

保育所や放課後児童クラブ、地域の子育て

相談拠点などの整備とともに、保育士等の

人材育成・確保、質の向上に取り組んでいます。

児童虐待防止・社会的養育

児童虐待防止に対応するとともに、家庭で子

育てが困難な場

合の里親や児童

養護施設での社

会的養育の支援

などに取り組ん

でいます。

A児童相談所虐待対応ダイヤル

ひとり親家庭への支援

親の資格取得等の就業支援や児童扶養手当

などの経済的支援、子どもの学習支援、子育

て・生活支援など、ひとり親家庭への自立支

援に取り組んでいます。

母子保健の推進

妊産婦や乳幼児への健診や産後ケアなどの

母子保健の推進など、妊娠・出産・子育て期

を通じた母子の心身の健康確保に取り組ん

でいます。

厚 生 労 働 省  業務;;l;1 イ ド 2 0 2 2

全ての子どもたちの

笑 顔 と 未 来 を 守 り 抜 <

政策紹介

児童虐待防止・社会的養育

●児童虐待防止

子どもが虐待を受けて0歳で亡くなる、そんな悲惨な

事件が後を絶ちません。児童相談所は日夜、子どもの命・

生活に向き合つており、その職員の増員(2022年度は約

5,700人と2011年から2倍強)や職員の資質の向上など体

制を確保しながら施策を実施しています。

また、お腹が大きい妊婦さんや、小さい子どもを連れた

親が複数の窓口を行き来しなくて良いように、妊娠期か

ら子育て期まで様々な家庭の相談を受け付ける一体的な

機関の整備などに取り組んでいます。

●社会的養育の推進

日本には親がいない、虐待を受けたなど、様々な事情

で家族と暮らせない子どもが4万2千人います。国際的

にも子どもたちが温かい家庭に近い環境で成長できるこ

とが求められています。このた 111l)、「里親」・「特別養子縁

組」を推進するとともに、このような子どもが暮らす児童

養護施設等がより家庭的な雰囲気になるよう、小規模化

等を進めています。

待機児童対策

待機児童については、2021年4月1日時点で調査開

始以来、3年連続で最少の5,634人となるなど、着実に減

少を続けてきています。また、2021年4月より「新子育て

安心プラン」に基づき、女性の就業率の上昇も見込んだ

上で、2024年度末までの4年間で約14万人分の保育の

受け皿を整備し、最終的な待機児童解消を図つていきま

す。

また、「小1の壁」と言われる放課後児童クラブの待機

児童も、「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、2023年

度末までに計30万人の受け皿確保に取り組み、その解消

を目指しています。

さらに、保育等を担う人材の育成や確保のための支援

に取り組んでいます。

これらの取組により、誰もが働きながら安心して子育て

少子化の進展は、我が国の社会経済の根幹を揺るがす大きな課題で

す。少子化を克服するためにも、子どもを産みたい、育てたいと願う誰も

U u「 iVl i S S i O n 、、、、 、 _ 、 商 、 、 本 _ 、 _;0 、安 ,,iJ、して子 月て;0 できる社西を実現しなければなりません。また、生

まれ育つた環境にかかわらず、全ての子どもに心身の健やかな成長が

保障される必要があります。日本の将来を担う子どもたちのために、子

育て世代を応援し、全ての子育て世代・子どもたちに多様な選択肢を示

すことができるよう、様々な取組を進めています。

ができる社会の実現に取り組んでいます。

地域における切れ目ない妊娠・出産支援等の推進

近年、少子高齢化が一層進行する中で、希望する人が誰でも安心して子どもを生み育て

ることができる環境の整備が課題となっています。

こうした中、妊産婦が孤立せず、地域における妊女辰期から子育て期にわたる切れ目のな

い支援等を推進していくことが重要です。

そこで、出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポー ト等を行う「産後ケア事業」に

ついて、2019年度に法制化し、2024年度の全国展開を目指すとともに、家庭や地域での孤

立感の解消を図るために相談支援を行う「産前・産後サポー ト事業」を推進しています。

Hot Topics

A健やか親子21
ホー ムペー ジポスター

政府では、こどもが誰一人取り残されることなく健やかに成長できる社会の実現を目指すため、こども家庭庁の創設

に向けて取り組んでいます。子ども家庭局では、こども家庭庁の創設に向けて、関係省庁と連携をしつつ、「こどもまんな

か」社会実現に向けた取組の充実・強化を図つていきます。

本来大人が担うべき家事や家族の世話などを日常

的に行つている子ども、いわゆる「ヤングケアラー」は、

それらの家事や家族の世話などによって、自身の生活

や学業に支障が出ているケースがぁり、問題となって

います。

学ぶ、遊ぶ、甘えるなど子どもらしい暮らしを送るこ

とができるよう、支援を東ねるコーディネーターの地

域への配置を推進するとともに、まずは2022年度から

の3か年の集中取組期間として、福祉、介護、医療、教

育等関係機関が連携して適切な支援を行つていきます。

厚生労働省 業 務:1iイ ド 2 0 2 2
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地域福祉の推進
様々な生活課題に対応するため、

地域住民等が支え合い、一人ひと

りの暮らしや生きがい、地域をと

もに創つていく「地域共生社会」の

実現に向けて、地域での包括的な

支援体制の整備を進めています。

e
A赤い羽根

共同募金

の実施

生活に困窮する方への支援
生活保護制度により、健康で文化的な最低

限度の生活を保障します。生活保護に至る

前の段階で生活に困窮している方には、生

活困窮者自立支援制度により、仕事や家計、

住まい等生活全体を考えた包括的な支援を

行います。この重層的なセーフティー ネット

により、一人ひとりが自立した生活を送るこ

とができるよう支援しています。

社会福祉の基盤整備
福祉サー ビスの提供を担う「社会福祉法人」

の経営組織のガバナンス強化や相互の業務

連携の推進、外国人を含めた福祉・介護人材

の確保・養成を通じて、今後の社会を担う福

祉サー ビスの提供体制を確保します。

自殺対策の推進
我が国では年間およそ2万人の方が自ら命

を絶つています。自殺は追い込まれた末の死

であり、防ぐことのできる社会的な問題であ

るとの考えの下、官民一体となって自殺の防

止に取り組んでいます。

障害者施策の充実
障害のある方が自らの望む地域生活を営む

ことができる社会の実現を目指し、

生活介護等の障害福祉サー ビスの充実や精

神保健医療福祉体制の整備等を行つています。

戦没者の慰重やご還族等の援護
全国戦没者追悼式や戦没者の遺骨収集・慰

霊巡拝等の実施、戦没者の ご遺族や戦傷病

者に対する年金等の支給、中国残留邦人等

に対する支援等に取り組んでいます。

厚 生 労 働 省  業 務 ガ イ ド 2 0 2 2

地域共生社会を実現する

政策紹介

制度や分野の枠を超えた取組を支援

人口減少、家族や地域社会の変容などにより、8050問

題や育児と介護のタブルケアなど、地域住民の抱える課

題が複雑化・複合化しています。こうした課題に対応する

ため、属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに

向けた支援を市町村において一体的に実施する「重層的

支援体制整備事業」が2021年4月から開始されました。

これにより、高齢・障害・子ども・生活困窮といつた各制度

の連携が強化され、市町村全体として包括的な支援体制

の構築が進むことが期待されます。

こうした取組を通じて、制度の縦割りや「支え手l「受け

手」の関係を超えて、

住民一人ひとりの暮ら

しと生きがい、地域を

ともに創つていく「地

域共生社会」の実現を

目指しています。 A 「地域共生社会推進全国サミットinかまくら」
の様子(2021年11月)

障害者が希望する地域生活を実現

障害の有無に関わらず、本人が希望する生き方がで

きるよう、障害者支援施策の充実を図つています。障害

者が希望する地域生活の実現に向けた居住支援、障害

者の暮らしを支える相談支援、多様な就労ニーズに対応

した効果的な就労支援の提供などに向けて議論を重ね

ているところです。

また、障害者の社会参加の機会を確保するため、障害

者の文化・芸術活動の支援や、意思疎通支援等も行つて

います。

アルコ ー ルや薬物、ギャ

ンブル等の依存症対策や、

精神疾患になっても自分ら

し く 地 域 で 暮 ら せ る よ う 、

「精神障害にも対応した地

域包括ケァシステム」の構 a紀?国b1:1、やま文化祭2o21
閉会式クフ.ンドフィナー レ

築の推進等も行つています。 (2o21年11月)

地域福祉の構築、生活に困窮している方や障害のある方に対する支援、

社会福祉法人制度や福祉に携わる人材の確保による福祉の基盤整備、
uur iv1 i ssion 、

自殺対策など、幅広く社会福祉を推進するとともに、戦没者の慰霊やご

遺族に対する援護などに取り組んでいます。

全国戦没者追悼式や遺骨収集の実施

先の大戦では約310万人の方が亡くなりました。そのうち海外(沖縄

及び硫黄島を含む)における戦没者は約240万人に及びます。

今、私たちが享受している平和と繁栄が、尊い犠牲の上に築かれた

ものであることを忘れてはなりません。

政府として、毎年8月15日に、戦没者を追悼し、平和を祈念するた

め、天皇皇后両陛下ご臨席の下、 日本武道館にて全国戦没者追悼式を

行つています。

また、戦没者の追骨収集は国の責務であり、未だ帰違を果たされて

いない多くのご遺骨が一日も早くふるさとへ戻れるよう力を尽くすとと

もに、ご追骨をご遺族に早期にお返しできるよう鑑定体制の充実に取

り組んでいます。

Hot Topics

A全国戦没者追'障式(2021年8月)

今後、認知症高齢者の増加などが見込まれる中で、本人の意思決定を支援し、尊厳のある本人

らしい生活の継続と地域社会への参加を図ることができるようにするため、成年後見制度の果

たす役割はますます重要になります。

2021年度は、政府が講じる成年後見制度利用促進策の基本的な方針である「成年後見制度利

用促進基本計画」(以下、「基本計画」という。)を5年ぶりに見直し、2022年3月に第二期基本計

画が閣議決定されました。

障害のある方の自立や社会参加を支援する機器の開発は、市場が小さ

く、事業化や実用的な製品化が進んでいません。障害のある方にとって使

いやすく適切な価格の機器の製品化を促進するため、「障害者自立支援機

器等開発促進事業」では、企業側の技術とユーザ、一の需要とのマッチング

交流会の開催や、開発企業が障害当事者と連携して開発する取組に対して

の助成等を行つています。

A 解後見制度利用促進

ポータルサイト開設に

伴つて誕生したキャラ

クター 「後犬(こうけん)

ちゃんl

A障害者自立支援機器等開発促進事業で開発した
下l度切断者の脚の動きを補助するパワー ド義足

厚生労働省 業務力、イ ド 2 0 2 2
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介護保険制度の運営

介護が必要となった高齢者に、それぞれの

ニーズに応じて、施設サー ビスや在宅サー ビ

スなど、多様な介護サー ビスを提供する公的

保険制度を連営しています。

介護報酬の決定

介護サー ビス提供の対価として受け取る介

護報酬の「価格」を決め、サー ビスの安定供

給と質の高いサー ビス提供体制づくりを進

めています。

地域包括ケアシステムの推進

高齢者が介護が必要になっても、住み慣れ

た地域で安心して暮らし続けることができる

よう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が

包括的に確保される地域づくリを進めてい

ます。

介護現場の革新

介護サー ビスの質を確保した上で、テクノ口

ジーなどを活用し、介護現場の生産性向上を

進めています。

ACT機器を利用した職員間の情報連携の取組

厚 生 労 働 省  業 務 ガ イ ド 2 0 2 2

政策紹介

いきいきと働くことができる介護現場に
向けて

2025年には、75歳以上の高齢者が2000万人を超え、

今後も介護ニー ズのますますの増大が見込まれています。

こうした中で、介護現場の職場環境の整備等を通じて介

護サ ー ビスを支える人材の定着・確保を図ることは、今

後の介護サー ビスを充実させていく上で重要な課題です。

厚生労働省では、介護職員の賃金の改善、テクノ口

ジーを活用した介護現場の生産性向上など、様々な施策

を組み合わせながら、介護に携わる人にとって働きやす

い職場環境づくりを推進しています。中でも生産性向上

の取組については、介護サ ー ビスの質を確保した上で、

職員の負担軽減や業

務の効率化が実現で

き る よ う 、 介 護 口 ポ ッ

トやCTの導入・活用

を支援しています。
a生産性向上の取組の一例(CTを活用した

入 = 睡目民状態の確認、入浴支援口ボット)
フ i護予防・健康
づくりを支援する

現役世代人口が急減する中でも、社会の活力の維持・

向上は欠かせません。介護保険制度では、介護サ ー ビス

のほか、介護予防・日常生活の支援を進めており、高齢

者がより長く自立した日常生活を送り続けることができ

るよう、取組を進めています。

介護予防の取組については、介護予防教室や出張健

康相談など、住民主体で多くの取組が行われています。

新型 コロナウイルス感染症の影 ォン,ィン通いのl●アプリ

響で、実地開催が難しくなっている

中でも、こうした取組が継続される

よう、感染防止対策を実施した上で

の通いの場の開催、lCTを活用した

健康づくりの支援など、自治体と連

携しながら、高齢者の健康づくりを

進めています。

我が国はこれまでに例のない高齢社会を迎え、高齢者数の増加に伴つ

て、介護ニーズがますます増大することが見込まれます。
uur iv1 i ssion 、

介護が必要な高齢者やその家族を支え、人々がいくつになっても住み慣

れた地域で安心して暮らせる社会を目指して、介護保険制度をはじめと

する高齢者福祉・介護施策を地域づくりと連携しながら推進しています。

認知症になっても希望を持つて暮らし続けられるように

高齢化に伴い、認知症の方は今後ますます増えることが予想され、

2025年には約700万人となり、65歳以上の5人に1人が認知症になるとい

われています。

このように、認知症は誰もがなり得るものであり、家族が認知症になる

ことを含め、多くの人にとって身近なものとなっています。

こうした中で、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持つて

日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人やその家族の視点を重視

しながら、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進していきます。

Hot' , ics

厚生労働省では、介護現場の生産性向上を図る観点から、介護

口ポットの導入・活用を推進しています。

具体的には、介護口ポットやCTの導入費用の補助や介護施設・

開発企業などに向けた一元的な相談窓口の設置、介護口ポットの

開発実証に関するアドバイス、介護現場の大規模実証フィールド

の整備などを行つています。

認知症とともに生きる
「希望大使」、誕生

A 「希望大使」を任命し、認知症の普及啓発

本人発信支;1要を推進

A装着型パワー アシストを用いて、介護者の介助を支援

A新型コロナウイルス感染
拡大に対応した「通いの

場の取組(アプリの活用)

高齢者の自立支援・重度化防止を効果的に推進するため、2021年

4月から、事業者の方々から高齢者の状態・ケアの内容等の情報を

提出いただき、分析結果をフィー ドバックする取組を進めています。

これにより、科学的に効果が裏付けられた、利用者個人の状態に合

わせたケアの提供や、介護サー ビスの質の向上につながることが期

待されます。

A P DCAサイクルを回し、質の高い介護サー ビスを推進

厚生労働省 業務力、イ ド 2 0 2 2
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健康保険制度の運営
民間企業の勤労者とその家族の疾病、負傷

等に関して保険給付を行い、国民生活の安

定と福祉の向上に寄与する健康保険制度の

企画立案等を行つています。

国民健康保険制度の運営

自営業の方や農業を営む方など、健康保険

に加入していない方の疾病、負傷等に関し

て保険給付を行い、国民保健の向上等に寄

与する国民健康保険制度の企画立案等を

行つています。

高齢者医療制度の運営
75歳以上の高齢者等の疾病、負傷等に関し、

適切な医療の給付等を行い、高齢者の福祉

の増進を図る後期高齢者医療制度の企画立

案等を行つています。

診療報酬・薬価等の改定

医療機関や薬局が提供する医療サー ビスの
対価である診療報酬や、医薬品等の公定価

格(薬価等)について、中央社会保険医療協

議会での議論を踏まえ、改定しています。

医療介護連携と予防・健康づくりの推進
医療・介護の連携を推進するための政策の

推進や、医療ビッグデー タ等を活用した予

防・健康づくりの取組に関する企画立案等を

行つています。

医療保険制度に関する
統計調査・分析

高齢化の進展、疾病構造の変化等を踏まえ

た医療保険制度の在り方の検討に資するよ

う、レセプト(診療報酬請求明細書)データを

格納したNDBを活用し、医療費の動向把握・

分析や改革に関する財政試算などを行つて

います。

厚 生 労 働 省  業 務 ガ イ ド 2 0 2 2

世界に冠たる国民皆保険 を

次の百 年へ

政策紹介

持続可能な医療保険制度を構築する

日本では、全ての国民が病気やけがの際、必要な医療

を平等に受けることができる国民皆保険を基盤として、世

界最高レベルの平均寿命と保健医療水準を実現してきま

した。しかし、近年では、急速な少子高齢化など、国民皆保

険を取り巻く状況は大きく変化しています。国民皆保険を

維持していくた,il)、団塊の世代が75歳以上となる2025

年、団塊ジュニア世代が高齢期を迎え、現役世代が急減

する2040年を見据えた医療保険制度の改革が求められ

ています。

保険局では、全ての世代が公平に支え合う「全世代型

社会保障」への改革を更に進 ,1l1)るとともに、世代内での負

担の公平化、医療の重点化・効率化等にも取り組んでい

ます。また、誰もがより長く元気に活躍できるよう、保険者

の予防・健康づくりを促す仕組みづくりなどの取組も実施

しています。

健康寿命の延伸に向けた予防・健康づくり

「人生100年時代」の到来を見据え、健康寿命を高めて

いくために、保険局では、従来「治療偏重型」だった医療

のあり方を「予防重視型」にシフトさせていくための施策

を講じています。

産官学が連携した予防・健康づくりを進める「日本健

康会議」を発足し、保険者が行う、内臓脂肪の蓄積に着

目した特定健診(メタポ健診)や生活習慣病の重症化予

防等の予防・健康づくりの取組の「見える化」、先進事例

の「横展開」、デジタル技術を活用した生i涯を通じた新し

い予防・健康づくりの取組の強化

を進めています。

また、保険者等による効果的

な予防健康事業の実施を促進す

るため、予防・健康づくりの政策

効果に関するェビデンスを確認・

蓄積するための実証事業も行つ

ています。匿名化したレセプト情

日本では、国民皆保険の下、だれもが、いつでも、どこでも、必要な医療

を受けることができます。2022年は健康保険法が制定されてからちょう
uur iv1 i ssion 、

ど100年の節目の年です。水や空気のように当然の存在となった国民皆

保険は、現在、急速な少子高齢化が進展するなか、医療ニーズと費用負

担のバランスをはじめとした諸課題に直面しています。世界に冠たる国

民皆保険を堅持し、将来にわたって持続可能なものにするために、最善

の方策を考えていくことが、保険局の使命です。

報・特定健診情報のデータベースであるNDBを活用した

統計分析などにより、EBPM(工 ビデンスに基づく政策立

案)の取組を進めています。

データヘルス改革の推進

医療分野での情報化の推進による良質な医療の効率

的な提供は、誰もが望んでいることです。これに応える

ため、2021年10月、医療機関・薬局の窓口においてマイ

ナンバ一 力 一 ドによるオンラインでの被保険者資格の確

認を可能とするシステムの本格運用を開始しました。

これにより、医療機関・薬局の業務が効率化するとと

もに、マ イナポ ー タルで自分の薬剤情報や特定健診情

Hot Topics

報をいつでも確認して、 自らの健康管理や予防に役立て

ることが可能になりました。

また、医療保険と介護保険のレセプトデー タ等の連結

解析を可能とし、オ ー プンデ ー タの公開を推進するな

ど、保健医療分野のビックデー タの利活用を進めています。

現役世代が負担する後期高齢者支援金の上昇を抑え、少しでも多くの方に「支える側」として活躍していただくため、

2022年10月1日から、後期高齢者のうち一定以上の所得のある方について、現役並み所得者を除き、窓口負担を1割か

ら2割にする制度改正を行いました。

同時に、窓口負担が2割になる方について、施行後3年間は、負担増を一定に抑える配慮措置を講じます。

こうした改革を進め、「全世代型社会保障1の構築を目指します。

診療報酬改定は、 2年に 1 度行われます。設定される報酬点数

は、今求められている医療サー ビスの向上を後押しするもので、

今後の医療の方向性に大きく影響するものとなります。

令和4年度改定では、新興感染症等にも対応できる医療提供

体制の構築、看護職員の処遇改善、医師等の働き方改革等の推

進、不妊治療の保険適用等、様々な課題への対応を行つています。

厚 生 労 働 省  業務力、イド2022
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公的年金

公的年金は、現役世代が支払つた保険料を

その時点の高齢者の年金給付に充てる「世

代間の支え合い」の仕組みです。また、交通

事故などで障害を負つた場合や、一家の大

黒柱が亡くなった場合には、ご本人や残され

たご家族に年金が支給されます。

私的年金

私的年金は、公的年金と組み合わせること

で、多様な老後生活のニー ズに対応し、高

齢期の所得確保を支援する仕組みです。代

表的なものとしては、確定給付企業年金や

確定拠出年金があります。

年金積立金の運用

約201兆円(2021年12月末現在)の年金積立

金は将来の年金給付の大切な財源となりま

す。この年金積立金の運用は、年金積立金管

理運用独立行政法人(GP I F)において、安全

かつ効率的に行われています。

社会保障協定

グローバル化が進行する中、海外で働く日本

人や海外から働きに来る外国人の方が増加

しています。日本と外国の年金制度等の保険

料の二重払い等を防ぐために、社会保障協

定の締結を進めています。

公的年金の運営

国民から信頼される年金制度の連営のため

に、年金の給付、記録の管理、保険料の徴収

等の年金実務を日本年金機構と共に行つて

います。

厚 生 労 働 省  業 務 ガ イ ド 2 0 2 2

100年先まで続く uu r ,v, , ss ,。n 、、、

「世代間の支え合い」を実 現する

政策紹介

「持続可能性」と「給付の十分性」の両立

公的年金は、国民の老後生活の基本を支える制度で

す。年金局では、急速に少子高齢化が進む中で、制度の

「持続可能性」を向上させつつ、「給付の十分性」も確保す

るという難しい課題に取り組んでいます。2004年には、将

来、現役世代の保険料負担が過重なものになることが見

込まれたことから大改革に取り組み、保険料引上げの上

限を固定した上で、その財源の範囲内で給付フ」,(準を自動

的に調整するという財政の新たな枠組みを導入しまし

た。今後は、この財源の範囲内で、給付水準をいかに確保

していくかという課題に取り組んでいきます。

A年金財政の仕組み(天秤

信頼される公的年金制度の運営

年金制度の安定的な運営と負担の公平を確保するた

め、 日本年金機構と連携し、厚生年金保険の適用促進対

策や国民年金の保険料収納対策を推進しています。ま

た、年金記録の管理、適用、保険料徴収、年金給付、各種

相談等の業務を正確、確実かつ迅速に行うよう取り組ん

でいます。さらに、年金制度への加入状況や保険料の納

付状況などの年金記録の確認や、オンラインでの各種手

続きの実施、将来の年金見込額の試算等がオンライン

でいつでもできる「ねんきんネット」の普及推進等を通

じて、国民に信頼される公的年金制度の運営に取り組ん

でいます。

年金は老後生活の基本を支える制度です。働き方の多様化、高齢期の長

期化が進む中で、社会・経済の変化に対応した、安心で信頼できる年金

制度の確立に向けた制度の見直しや、日本年金機構と連携し、年金制度

の適切な運営に取り組んでいます。

一人ひとりの生活設計を支援

公的年金に上乗せして、老後の生活を支える制度として私的年金(企業年

金・個人年金)があります。例えば、個人が任意で加入し、掛金額や運用方法を

自ら選択できるi DeCo(個人型確定拠出年金)もその一つです。このi DeCoは

掛金や運用益に税制優遇があるため、老後だけでなく現役時代もメリットを

享受できるものですが、2017年1月から基本的に誰でも加入できるようにな

り、2022年1月末には加入者数が230万人超となっています。さらに、高齢期

の就労が拡大していることを反映し、2022年度には確定拠出年金の受給開始

時期の選択肢の拡大、加入可能年齢の引き上げなど、国民一人ひとりの老後

の生活設計のための取組の支援を順次行つていきます。

Hot Topics

Aわたしとみんなの年金ポー タルキャラクター

「フl'( 先 案 内 人 l

2020年の年金制度改正により、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所

の企業規模要件について、現行の従業員500人超規模から、2022年10月に100人超規模、さ

らに、2024年10月に50人超規模の企業まで拡大されます。被用者保険加入のメリットを従

業員や事業主の皆様にご理解いただけるよう、より積極的な広報活動を展開します。

①2020年の年金制度改正を分かりやすく周知すること、②働

き方・暮らし方の変化に伴う年金額の変化を「見える化」するこ

とを目的として、年金の「見える化」W e bサイト(公的年金シ

ミュレーター )を開発しており、2022年4月に公開します。主に、

ねんきん定期便に印刷された2次元コー ドを読み取ることで、

将来受け取る年金額の概算を簡易試算することができるように

なる予定です。

A力イドブック

A年金の「見える化」W e b サ イ ト イ メージ

厚生労働省 業 務:1iイ ド 2 0 2 2

年
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公的職業訓練の実施

再就職や転職を目指す方、働こうとする若者

や障害のある方が、仕事に必要な知識やス

キルを身につけられる職業訓練を全国で実

施しています。

キャリア形成の支援

キャリアコンサルティングの推進や、受講し

た講座の費用を助成する教育訓練給付等

により、労働者の主体的なキャリア形成を支

援しています。

企業の人材育成の支援

企業が社員に実施した訓練の費用の助成

や、知事が認定した企業における訓練の費

用の補助により、企業の人材育成を支援して

います。

職業能力の評価と振興

130の職種で、仕事に必要な知識やスキルを

測る技能検定試験を実施するとともに、全国

の選手がその技を競う技能競技大会を実施

しています。

海外の人材育成

海外から人材を受け入れ、0 J Tを通じて知

識やスキルを移転する技能実習制度により、

開発途上地域等の経済発展を担う人材育成

に協力しています。

A電気めっきの作業を学ぶ技能実習生

厚 生 労 働 省  業 務 ガ イ ド 2 0 2 2

人づくりを通じて職業の安 定と

経 済 社 会の発 展 に 貢 献 す る

政策紹介

公的職業訓練等で再就職や
スキルアッブを支援

全国の職業訓練機関を通じて、再就職や転職を目指す

方、働こうとする若者や障害のある方が必要な知識とス

キルを身につけ、希望に応じた仕事に就けるように、多様

な職業訓練(製造や建設等のものづくり分野、介護等の

サー ビス分野など)を実施しています。近年は、非正規雇

用労働者の正社員就職や、子育て中の女性の再就職を支

援するための訓練 コースの充実を進めているほか、 l T

利活用人材の育成など、時代のニー ズに応じた職業訓練

への対応も強化しています。こうした訓練コー スは、離職

者向けの公的職業訓練の場合は無料 ※で受けることがで

きます。

また、一定のスキルを持つ方々がより高度な専門的知

識の習得やスキルの向上を図るための訓練の実施や、人

材育成に取り組む企業

や労働者の自主的な取

組 へ の支援を充実させ

ることで、労働者の一 層

のスキルアップや生産

性の向上を目指してい

ます A 口ポット生産システムコー ス

※テキスト代は有料です.

職業能力の「見える化」の
促進と技能の振興

仕事に必要な知識やスキルを身につけ、その向上を

図るためには、能力を測る物差しとなる評価の仕組みが

重要となりますが、技能

検 定 は こ う し た 仕 組 み

の 一 つです。我が国の

経 済 活 動 を 支 え る 1 3 0

の 職 種 で 試 験 が 行 わ

れ 、 学 生 や 労 働 者 が 目
A第59回技能五輪全国大会の様子

(機械組立て)

我が国の経済活動を支える労働者や、これから働こうとする若者、転職・

再就職を目指す方々などに対し、仕事に必要な知識やスキルの習得・向
uur iv 1 i ssion 、、、

上を図るための支援を行うとともに、労働者のスキルアップに取り組む

企業を支援することで、安定した就職や雇用を促します。こうした支援に

より、仕事を通じて自らの能力を存分に発揮し、いきいきと活躍できる社

会の実現と経済の発展を目指します。

標を持つて能力の向上を図ることができるものとなって

おり、企業における人材育成にも利用されています。

また、若者が技の日本一を競う技能五輪全国大会の

開催や、その道で第一人者と目されている技能者を表彰

する「卓越した技能者(現代の名工)」制度により、技能フ」'(

準の一層の向上や技能の振興を図つています。

若者や就職氷河期世代の方々の
安定した雇用等を支援

若者が安定した仕事

に就き、その能力を発

揮 で き る よ う に 、 「 新 卒

応援ハ口一 ワ ー ク」等を

通じて、きめ細かな就職

支援を行つています。特

に 、 新 卒 時 に 適 職 を 選

Hot Topics

A卓越した技能者の表彰式

'デジタル人材の育成

択できるよう、若者雇用促進法に基づき、職場情報の提

供や、若者の採用・育成に積極的な中小企業を認定する

仕組みを設けています。

また、いわゆるニ ー ト状態にある方々西
、 上 - _ 「 ロ ー ●の職業的自 、, を支援するため、 地 域 右

者サポー トステーション」を通じた相談 、0、 ? ?・ l1ljliS1

等の支援を進めています。 〇〇oF

さらに、就職氷河期世代の方々に対A 若者の採用.育成に

しては、社会全体で支援する気連づくり 積極的に要り組んで
いる中小正業に対す

を進め、働くことや社会参加の支援に取 る国の認定マー ク

り組んでいます

デジタル化をはじめとした急速かつ広範な技術革新の進展や労働力

不足に対応するた,11l)、デジタル人材の育成が急務となっています。

このため、厚生労働省では、職業訓練や教育訓練給付制度、企業への

助成制度において、デジタル分野への重点化等を行つており、成長分野

を支える人材の育成に取り組んでいます。

四地域若者サポー トステー ションにおける支援の様子

A情報系の職業訓練の様子

人への投資を抜本的に強化し、学び直しや職業訓練を支援し、再就職や正社員化、ステップアップを進めるた,め、3年間

で4,000億円規模の施策パッケージを新たに創設することとしました。

民間企業や働く労働者の方から広く募つたアイデアなどを踏まえ、教育訓練の内容の充実や受講しやすい環境の整備

などに取り組んでいます。

厚 生 労 働 省  業務力、イド2022
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人生100年時代の
国家戦略の司令塔として

新しい資本主義の実現

岸田内閣の政策スロ ー ガンは「新しい資本主義の実

現」です。「新しい資本主義実現会議」において、「成長と

分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコン

セプトとしたビジョンづくりが行われています。

「成長と分配の好循環」を実現するうえで、厚生労働省

の役割は重要です。労働政策を通じた労働生産性と労働

分配率の向上は、持続的な賃金上昇をもたらします。社

会保障政策は、生活の安定や将来への安心感を醸成し、

賃金上昇から消費拡大への流れを支え、経済成長を実現

します。

政策統括官(総合政策担

当)は、厚生労働省のへ ツ

ドクォータ ーとして、社会保

障・労働政策のプランニン
?、? ? -:-l 、11、1 、,L ? 、 3 l '
ノ 、一 、、イ、ノ / 、 ノ l ' 'i? しa新しい資本i義実現会議にて

て、政府の重要な政策決定 (首相官邸HPより)

の舵取りを担つています。

全世代型社会保障の構築

1961年に実現した国民皆保険を中心として、社会保

障は、この国の国民の健康と生活を支えてきました。そし

て今、日本は「人生100年時代」を迎えています。

一方、高齢化や人口減少により、社会保障給付費の増

大による世代間の負担の不均衡や、医療・介護を支える

担い手不足等、様々な課題も生じています。

生i圧現役社会に向けて高齢者だけでなく、子ども、子

育て世代、現役世代まで広く安心を支えるための全世代

型社会保障の構築が求められています。

2021年、政府に「全世代型社会保障構築会議」が発足

しました。厚生労働省は、次世代のために持続可能な社

会保障を構築する貢任ある立場として、全世代型社会保

障改革の議論をリー ドしていきます。

厚 生 労 働 省  業 務 ガ イ ド 2 0 2 2

人生100年時代の

国 家 戦 略の中 核 を 担 う

政策紹介

社会・経済の実態把握と
パブリック・リ レーションズ

厚生労働白書

昭和31年に発刊された最初の厚生白書には次の一文

が記されています。

「ゆりかごから墓場まで という、国民生活のすべてに

ふれる行政の実態を、ありのまま国民に報告することに

よって、国民の理解に資せんと志したものである」

平成13年に厚生 A o  l0 福祉.解i建_ ,,

労 働 白 書 と な っ て ''':=5 4?義1o ?-:1l11 装基:1111
a, =識一,  .一新・ , ,1- '?

以降、医療、福祉、衛 100 日 .1il、
理_大でみた本 ば , -_ :1

生、雇用など国民生 _ _. 震 用 _ 。 基_f -=:,-j1f
イn=f 53:l ・ 黑 ' ' ' lg 一一二將 '-1l11t

活に密着した幅広 一一P = ・: 一 一・ i_意銘基事 能=_ _11
刀s 、 - _ l i _二書,111 -配 能「 1i1:=-1:11い 刀 野 を カ ハ ー し _- , 1 ==_ 基 1 注 . , =u・

て い ま す 。 創 刊 以

来、白書の目的・役A人口1oo人でみた日本 地
割は不変ですが、政策分析は時代の最先端 重
_ :・一 ・

にフォ一カスしています。 回i

労働経済の分析

労働経済の分析(労働経済白書) の歴史は、厚生労働

白書よりも古く、昭和24年の「戦後労働経済の分析」に端

を発しており、内閣府の経済財政報告(経済白書)と並ぶ

歴史ある政府報告です。

当初は、戦後の安定計画下の労働経済を分析したも

のでしたが、昭和40年代からは、各年のトピックに着目

した分析も行つています。

労働経済の動向や、雇用や働き方に関する状況等を

整理するほか、 高度な計量経済学の手法を用いた分析

も行つています。 -
四動画版令和3年版

労働経済の分析

政策続括官(総合政策担当)は、厚生労働省の社会保障政策・労働政策

をまとめる司令塔として、少子高齢化に伴う人口減少や就業構造の変化
uur iv1 i ssion 、

といった社会経済の状況を踏まえ、政策のグランドデザインを描きます。

そして、それを実現することが私たちのミッションです。

次世代へのブロモーション活動

労働法教育̃はじめて働く人のために̃

学生や生従の皆さんの就職や就業の際の トラブルや

不利益な取扱いの未然防止のため、労働関係法令をま

んがなどで分かりやすくまとめた ハンドブックを作成し、

全国の高校・大学等へ配布して

います。また、授業への講師派

遣など、若い世代の方々への労

働法教育の推進を図つています。

Hot Topics

Aまんが労働法

社会保障教育

̃次世代の主役となる子どもたちのために̃

次世代の主役となるべき子どもたちに、「我が事」とし

て、社会保障の意義や仕組みを理解していただき、今後

のライフステ ー ジに応じて必要な制度を活用していた

だけるようにすることも厚生労働省の重要な責務です。

そのため、全国の高等学校向けに教材を配布するほ

か、教職員向けの研修等を通じて、社会保障の普及に取

り組んでいます。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、孤独・孤立の問題を一層顕在化させました。各地域で行政機関やNP0法人

等が提供してきた地域の子どもや高齢者等の交流・見守りや支え合いの場、相談支援の機会が失われてしまいました。

そのため、政府一丸となって孤独・孤立対策に取り組んでいます。

孤独・孤立の状況は世代・属性を間わず、様々な要因で起こりうるものであり、また、当事者の抱える悩みも様々です。人の

一生に寄り添う厚生労働行政においても、孤独・孤立対策の視点を持つて、具体的な取組を進めていくことが重要です。

政策続括官(総合政策担当)では、関係省庁と連携し、省内横断的な視点から、孤独・孤立対策と厚生労働省の関係施策と

の総合調整に取り組んでいます。

新型コロナウイルス感染症が墓延する中、看護、介護、保育などの現場で働く

方々に奮闘していただき、多くの国民の生活や命が救われました。その一方で、

こうした分野の人材確保や処遇のあり方が改めて重要な課題として再認識され

ました。

2021年、「全世代型社会保障構築会議」のもとに「公的価格評価検討委員会」

が発足しました。関係団体から現場の実態や処遇に関する課題や要望をおイ司い

しながら、看護、介護、保育などの方々の処遇改善に向けて、検討が進められて

います。

A中間整理を受け取る岸田総理(首相官邸H Pより)

厚生労働省 業務力、イ ド 2 0 2 2
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統計調査

厚生労働分野の政策立案に必要となる、 出

生・婚姻・雇用・医療等の国民生活に深く関

わる統計の整備・調査に取り組んでいます。

情報政策

厚生労働行政における情報化の推進、情報

セキュ リティの確保、情報システムの整備な

ど、総合的な情報政策の企画・立案・推進を

行つています。

Hot Topics

病院報告では、全国で約18万ヶ所ある病院・診療

所の毎月の入退院患者数や外来患者数を把握して

います。

このグラフは、各年5月に外来で病院・診療所を受

言診した患者の数の推移を表したものです。

2020年5月は、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大をうけて、初めて緊急事態宣言が発令された時

期ですが、外来の患者数が大きく減少していること

がデータとして分かります。

「過去」の積み重ねにより、「今」を分析し、デ、ータ

に基づき「未来」に向けた施策を検討・導入する,続

計は施策の基礎となるものです.
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データやデジタルを活用し
ひと、くらし、みらいを支える

uur iv 1 i ssion 、
近年の情報化の進展に伴い、「デー タに基づくこと」そして「デジ

タル化すること」が、これからの行政運営にとって非常に重要で

す。このため、政策立案の基礎となる各種統計調査を実施すると

ともに、厚生労働行政全般にわたるDX(デジタルトランスフォー

メーション)の推進といった情報政策を進めています。

政策紹介

厚生労働行政を支える統計を整備する

証拠に基づく政策立案(EBPM,evidence-based policy making)

を推進するためには、現状を分析するための統計デー タ等が必要

です。このため、厚生労働省では、人口動態や世帯、医療、社会福

祉、労働者の雇用、賃金、労働時間に関する大規模な統計調査を実

施しています。

その結果は政策の企画立案において大きな役割を果たすととも

に、GDP推計や民間の景気判断にも活用されています。

また、WH0(世界保健機関)や0ECD(経済協力開発機構)等の国

際機関と協力し、続計データの国際比較や国際続計分類の整備等

に取り組んでいます。

このほか、EB PMの実践を通じた統計の利活用を推進するため、

分析手法の検討とともに、実際のデ、ー タを用いた政策導入の効果

分析を行つています。

厚生労働分野のデジタル化を推進する

人口減少・少子高齢化の進展に伴い医療・介護サー ビスの担

い手の減少が進む中で、医療・介護現場におけるサー ビスの質

の維持・向上が重要な課題となっています。こうした中、厚生労

働省では、医療・介護現場の効率化や生産性の向上に資するよ

う、健康・医療・介護分野におけるCT利活用等を進めるため、

2025年度までの工程表に沿つてデータヘルス改革を部局横断

的に推進しています。また、多くの国民の生活に関わる厚生労

働分野の約3,800の手続についてオンライン化を推進しています。

そして、こうしたCT化が進む中でも安心できるサー ビスを提

供できるよう、情報セキュリティ対策の充実にも取り組んでい

ます。

このほか、定型的な業務を口ポットに任せて、職員が国民の

皆様のための仕事に注力できるよう、厚生労働省内の業務改

革の一環として、資料作成業務や、集計業務等におけるRPA

(Robotic Process Automation)の本格導入を進めています。

科学研究の推進

科学的根拠に基づく政策立案を行うため、また、科学

技術の向上を図るため、保健医療、福祉、薬事・食品衛

生、労働安全衛生などの分野の研究を推進しています,

保健医療・科学技術分野の

イノベーション戦略の司令塔

日本発の革新的な医薬品・医療機器の創出、再生医療

やゲノム医療など世界最先端の医療の実現を目指す

とともに、Society5.0の実現に向けた科学技術・イノ

ベーション政策を推進する等、省内の司令塔としての

役割を担つています。

健康危機管理・災書対策

地震・豪雨等の自然災害や重篤な感染症に対応する

ため、日頃から防災・減災対策や危機管理対策を進め

るほか、発生時には省内の初動対応の調整を行つて

います,,

医業品等行政評価・監視委員会の運営

医薬品等による健康被害の発生や拡大を防止するた

めに、医薬品行政等の評価や監視を行つている当該

委員会の事務局機能を担つています,

Hot Topics

厚生労働省が行う研究の司令塔として、新型コロ
ナウイルス感染症対策に資する研究を最優先に取

り組んでいます,,

厚生労働科学研究においては、国内外における

新型コロナウイルス感染症関係の研究・事例の解析

等、行政施策の推進に資する研究を、日本医療研究

開発機構(AMED)

の研究において

は、疾患の全容解

明に資する研究開

発、治療葉・ワクチ

ン等の研究開発を

推進しています。

科学技術推進と

危機管理の舵を取る

uu r iv l i sson 、、、、

現在、科学技術の発展等、従来の延長線上にない様々な革新的

な開発が進んでいます。保健医療分野で世界に先駆けた科学技

術を確立していくため、研究の推進や戦略策定を総括していま

す。また、近年自然災害などが相次ぐ中で、国民の暮らしや健康

を守るため、自然災害発生後の初動対応の調整、感染症や食中

毒が発生した際の危機管理を行つています。加えて、適切な医薬

品行政の評価・監視のため、医薬品等行政評価・監視委員会の運

営も行つています,

政策紹介

新興・再興感染症への対応

厚生科学課では、新興・再興感染症対策を担う国立の研究所

の体制の整備や強化をすることで、感染症対策を推進していま

す。例えば、国立感染症研究所の機能・体制の強化を行い、新型

コロナウイルス等の検査・疫学調査及び情報発信等を迅速・確

実に実施できる体制づくりや、治療薬やワクチンの開発研究が促

進されるようにしています。

また、国立医薬品食品衛生研究所では、新型コロナ等の治療

薬やワクチンの迅速な開発と審査が可能となるよう、新たな評価

方法が開発されるよう取り組んでいます。

厚生労働省の災害対応

近年、_,、,,害による甚大な被害が全国各地で発生しています。こ

うした災害に備えるため、厚生労働省では、医療施設・社会福祉

施設等の耐震化や非常用自家発電設備などの整備を進めてい

ます

災害発生時には、ク、,_害派遣医療チーム(DMAT)を派遣するほ

か、医療施設・社会福祉施設等の被害状況の把握を行い、応急給

水や電源車派遣による支援を関係機関に要請します。また、被災

者の健康管理のため、職員等が避難所を巡回し、新型コロナウイ

ルスをはじめとする感染症や熱中症の予防対策に必要な支援に

も取り組みます。

復l日・復興期には、医療施設や社会福祉施設、水道施設の復

l日、被災者の心のケアや見守り、相談支援に関する事業を実施し

ています

厚 生 労 働 省  業務力、イド2022
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国際政策の司令塔

国際的な連携が必要な政策について、世界

基準の取り込みや日本の取り組みの発信を

省内の関係部署と国際機関などの間で調整

しています。

国際労働施策の充実

lL0(国際労働機関)等における議論への参

画や途上国に対する開発協力などを通じ

て、世界の労働環境の改善を図つています。

海外情報収集

諸外国の社会保障や労働政策に係る制度に

関する情報収集を行い、省内外に提供して

政策立案をサポー トしています。

国際広報

厚生労働省英語版ホームページやSNSの更

新、在京各国大使館との連携などを通して、

日本の施策や情報を積極的に発信しています。

33 厚 生 労 働 省  業 務 ガ イ ド 2 0 2 2

2021年10月に兵庫県姫路市において、WH0(世界

保健機関)西太平洋地域委員会を開催しました。適切

な感染対策とバブル形式を用いて、対面とバーチャル

を併用したハイブリッド形式で開催し、海外から4名の

保健大臣を現地に迎えました。西太平洋地域をより健

康で安全な地域とすべく、加盟国と地域が連携するこ

とを確認した実りある会議となりました。

日本と世界を つなぐ
架け橋として
uur 1v l i ssion 、
WH0、lL0、0ECDが開催する会合のほか、G7、G20、APEC、

ASEAN+3、日中韓、日米、日英、日独などの枠組みによる経済

連携協定等の締結交渉に積極的に対応することにより、保健

医療、雇用、社会保障分野での国際交流・貢献等を推進します。

また、世界的な感染拡大の収束に向けて、各種の国際的な会

議や枠組みへの参加等を通じ、WH0や諸外国など国際社会

との連携の強化を図ります。

Hot Topics

政策紹介

国際社会とともに健康危機に立ち向かう

我が国では、①現在の新型コロナウイルス感染症の流行に代表され

るような健康危機への対応、②基礎的な保健サー ビスへのアクセスを

すべての人々に確保するユニバー サル・ヘルス・力バレッジ(UHC)の達

成、③抗生剤が効かない薬斉l」耐性(AMR) への対策、といった国際保健

の課題への対応について、日本の知見の共有、資金や人材の支援を行

うことにより、国際社会で主導的な役割を果たしています。

また、新型コロナウイルス感染症の流行に対しては、国際的な組織を

通じたワクチンの研究開発促進へ貢

献すると共に、新型コロナウイルス感

染症に関する諸外国の発生動向や対

応状況を含め、公衆衛生上の課題につ

いて国際的な情報収集等を行つてい

ます.

A2021年11月29日に開催されたG7
緊急保健大臣会合で各国の意見を

聞く後藤厚生労働大臣

国際機関における労働分野の議論への貢献

lL0やG7、G20といった国際的な枠組みでは、国際的な労働課題の解

決のための取組みや支援策の議論などを行つています。

厚生労働省からも積極的に議論に参加し国際社会における課題設

定や合意形成に努めるとともに我が国の取組を世界に発信していま

す,近年では、例えばlL0における、新型コロナウイルス感染症の影響へ
の対応、仕事の世界における不平等、技能開発や生涯学習の推進、労

イ動安全衛生水準向上のための国際枠組の議論に参加するなどにより、

世界中の労働者のディーセントワー ク

(働きがいのある人間らしい仕事)の

促進等に貢献しています,,

経済分野においても人権意識が高

まる昨今、世界の労働環境の改善は日

系企業の海外進出にも資するものです。 四lL0本部(スイス・ジュネ プ)

'C M72 Seventy-se cond se sslon of th・W H 0  Reg iona lCommlttee
fo r theWesternPac i f i c

a第72回WH0西太平 11委員会で各国代表と記念撮影する

後藤厚生労働大臣

2021年のG20労働雇用大臣会合では、「労働市場及

び社会の包括的で持続可能かつ強靭な回復の促進」

を テ ー マに、ジェンタ 一平等、社会的保護、リモ ー ト

ワークやプラットフォ ー ムワーク等のデジタル化時代

における働き方について議論しました。日本も積極的

に議論に貢献し、ポスト コロナ社会を見据えた柔軟な

働き方の促進等について発言しました。

A第12回労働雇用大臣会合の参加者(ビデオ会議で開催)

厚生労働省の司令塔として、省内全体を見渡しなが

ら、各部局の状況・業務の進捗を適切に把握し、あらゆ

る案件の総合調整を行つています,,

また、国会や霞が関の各府省庁との連絡調整を行う

ほか、行政活動の根拠となる法令等が省の施策内容と

整合的なものになっているか、法令作成のルールが守

られているかなどを審査しています。

個々の職員のキャリアパス

の希望や家庭環境等を踏ま

え た 人 事 管 理 を 行 う と と も

に、省内の業務効率化に向

けた取組を推進し、ワ ー ク・ライフ・バランスの向上を

含め、職員が働きやすい環境の整備を行つています,ま

た、若手の頃から、保健所、福祉事務所、労働局等の現

場における研修を実施する等、職員の能力の向上にも

力を入れています。

l
●

一一-1

1
、' ' 1i

A 厚生労働省5号館保育室「ふくろう」

夏の概算要求と年末の予算編成に当たって、30兆円

を上回る厚生労働省全体の予算のとりまとめを行つてい

ます。また、決算・会計の監査・公共調達・行政財産や庁

舎の管理・職員の福利厚生などの業務を担つています.

地域における厚生・労働

行政の第一線機関として、地

方厚生(支)局・都道府県労

働局が十分にその能力を発

揮することができるよう、総合的な監督や人事・予算面

でのサポー トなどを行つています.

四関東信越厚生局

Aハ口 一 ワー ク宮士宮(静岡)

A向島労働基準監督署(東京

厚 生 労 働 省  業務力、イド2022

大
臣
官
一
房

34



2022年4月1日時点

35

r

大臣官房

課

課

課

課

事

務

計

方

人

総

会

地

総務課

地域医療

計画課

医療経営

支援課

総務課 総務課 総務課 総務課 総務課 総務課

健康課 医薬品審査 労働条件 一用政策課 雇用機会 保育課
管理課 政策課 屋 均等課

が ん 疾 病  医療機器審査 e求双課 一用保険課 有 期 短 時 間  合 庭福祉課
対策課 管理課 m 目  雇 労働課 家 廷

医事課 結核感染症課 者譲差課全 労働関係法課 g装要課整 常立業f 子育て支援課

歯科保健課 難病対策課 馬要素震課 賃金課 外要会要用 在宅労働課 母子保健課

厚生科学課 看護課

経済課

研究開発

振興課

厚 生 労 働 省

33 ,602人

内 部 部 局  地方支分部局

4 ,332.,, 23 ,242.
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人材開発
続括官

人材開発

総務担当

人材開発

政策担当

若年者・

キャリア形成

支援担当

能力評価担当

援護一面 課  老人保健課 医療介護 企業年金 海外人材
収正 国  連携政策課 個人年金課 育成担当

事業課

医療課 数理課

調査課 事業企画課

事業管理課

検疫所、国立八ンセン病療養所、試験研究機関(国立医薬品食品

障害福祉課 衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究

所、国立感染症研究所)、更生援護機関(国立児重自立支援施設、

国立障害者リハビリテー ションセンター )

精神・障害

保健課

社会保障審議会、厚生科学審議会、労働政策審議会、医道審

議会、薬事・食品衛生審議会、がん対策推進協議会、肝炎対策

推進協議会、アレルギ一疾患対策推進協議会、循環器病対策

推進協議会、医薬品等行政評価・監視委員会、中央最低賃金

審議会、労働保険審査会、過労死等防止対策推進協議会、特

定石綿被害建設業務労働者等認定審査会、成育医療等協議

会、l日優生保護法一時金認定審査会、アルコー ル健康障害対

策関係者会議、中央社会保険医療協議会、社会保険審査会、

八ンセン病元患者家族補償金認定審査会、国立研究開発法人

審議会、疾病・障害認定審査会、援護審査会

講重 企画調整担当

器造重 情報化担当

労使関係

担当

サイパー セキュリティ・

情報システム管理担当

都道府県地方厚生
労働局 (支)局

公共職業

安定所
( 八 口 一 ワーク )

労働基準

監督署

中 央 労 働 委 員 会

事務局
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日本の1日&

人口100人で見た日本

厚生労働省のミッションは、一 人ひとりが安心して

一 生 を 送 る こ と が で き る 社 会 を つ く る こ と 。

我々が寄り添つているこの国 の毎日を、この国 に く ら す 人 た ち を 、

この付録を通じて感じてみてください。

付

録
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日 '' ' ' ' ' ' ' ' '1日

の 日本で一日に起こる出来事の数を調べてみました c

それそ'れ の 直 近 の 数 字 で あ る , ( 平 成 2 8 年 ̃ 令 和 2 年 )

人口について

成人にっいて

生まれるのは?

2,297人

人口の減少数は

1日当たりだと

1,453人

成人の
平均野菜摂取量は? 281 9

成人の 男性 6,793歩
平均歩数は?

女性 5,832歩

歯磨きは?
2回以上みがく

77.0 %

◆f，t・書組

組

6

8

3

2

4

5

1

て

n

n

、
l

l

し

の

の

つ

る

る

に

す

す

一一一日
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女

結

離

結
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亡くなるのは?

3,750人

がんでは? 1,034人

心疾患では? 562人

脳血管疾患では7 291 人

事故では;' 104人

仕事中の事故では 一1 2人

老衰では 一' 362人

自殺では? 5 8人

雇用について

ハ口一ワークで
新たに仕事を探し始めたのは?

12,652人

ハ口一ワークを通じて .,_
就職するのは?

3,391 人

,_

仕事中にけが等

(労働災害)をしたのは?上

359人 n a 題;P労働相談の件数は?

3,256件

厚生労働省 総合労働相談 コ ー ナ ー の受理件数

育児にっいて

6歳未満の子どもをもつ親が

育児、家事に費やす時間は?

夫 1 時間23分 ※ '

児童虐待の
相談対応件数は? 531 件

※ 1 :  目 本 の 男 性 が 家 事 ・ 育 児 を す る 時 間 は

先 進 諸 国 の 中 で も 最 低 水 準 で す.

医療にっいて

入院しているのは?

1,312,600人

循環器系では? - ・ ・  228,600人

統合失調症では? - 153,500人

がん等では? -- ・ ・  142,200人

通院しているのは?

7,191,000人

循環器系では? - ・ ・  888,900人

がん等では? -- - 249,500人

糖尿病では? -- ・ 224,000人

犯罪にっいて

薬物事犯の検挙者は?

介護にっいて

あへん法では?

大麻取締法では? - ・

覚せい剤取締法では?

介護をしている人(15歳以上)が
介護・看護に費やす時間は?

42分

デイサービスの利用回数は?

410,410回

ホームヘルパーの利用回数は?

791,307回

一人当たりの
介護保険からの給付費は?

4,007円

国民全体の医療費は?

約1,188億9,014万円

一人 当 た り だ と 一 一 一 9 4 0 . 3円

麻薬及び向精神薬取締法では? - ・1.53人

0.005人

12.52人

23 .92人

厚 生 労 働 省  業務力、イド2022 38
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人口100人で見た日本
日本を100人の国に例えてみました。 そ れ そ れ の 直 近 の 数 字 で あ る , ( 平 成 2 8 年 ̃ 令 和 2 年 〕

人口について

性別は?

年齢は?

男性 48.6人

女性 51.4人

15歳未満 12.0人

65歳以上 28.8人

美5諾if上は? 14.9 人

雇用について

仕事についているのは? 53.1 人

雇われているのは? 47.5 人

自営しているのは? 4.2 人

雇われているのは? 男性 26.0人

女性 21.5人

雇用形態は? パート

アルバイト

派遣

契約社員・嘱託

フ リーターは?

失業者は?

厚 生 労 働 省  業 務 ガ イ ド 2 0 2 2

8.1 人

3.6人

1.1 人

3.1 人

1.1 人

1.5人

学生は? 小学生 5.0 人

中学生 2.6 人

高校生 2.5 人

大学生・大学院生 2.3 人

短時間で働いているの

週35時間未満 17.g人

長時間働いているのは?

週60時間未満 2.g人

雇用保険加入者は?

雇用保険受給者は?

会社の健康診断で

「有所見」は?

35.0人

0.3人

26.1 人

福祉・年金にっいて

保育所に

入所しているのは?

障害者は?

生活保護受給者は?

介護サービスを

受けているのは?

医療にっいて

2.0人

7.6人

1.6人

4.0人

国民年金の被保険者は?

第1号(自営業、学生等) 11.6 人

第2号(サラリーマン、公務員) 33.6 人

第3号(第2号被保険者の配偶者 6.5 人

老齢年金の受給者は? 27.3人

健康状態が「よ<ない」「あまりよくない」 と感じているのは? ※

日常生活の悩み・ストレスを感じているのは? ※ 12歳以上

健診や人間ドックを受けたことがあるのは? ※ 2o歳以上

病気やけがなどで通院しているのは? ※

生活習慣病の患者の方は?

がん 1.4 人 心疾患 1.4 人

糖尿病 2.6 人 脳血管疾患 0.9 人

高血圧性疾患 7.8 人

タバコを吸うのは? 2o歳以上

生涯でがんになるのは?

骨髄移植ドナーに登録しているのは?

習慣的に連動をしているのは? 2o歳以上

健康保険加入者は?

※熊本県を除<,

6歳以上 12.6人

47.9人

69.6人

男性 31.g 人

女性 25.8 人

組合健保・協会けんぼ

0.42 人

28.7 人

54.5 人

国民健康保険 24.6 人

厚生労働省 業務力、イ ド 2 0 2 2
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